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料金その他の供給条件の内容 

 

再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］ 

再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］ 

再エネおあずかりプラン［季節別時間帯別電灯］ 

再エネおあずかりプラン［スタンダードＳ］ 

再エネおあずかりプラン［スタンダードＬ］ 

再エネおあずかりプラン［スマートライフＳ］ 

再エネおあずかりプラン［スマートライフＬ］ 

再エネおあずかりプラン［スマートライフプラン］ 

 

Ⅰ 本 則 

 

 1  対象となるお客さま 

  電気需給約款［低圧］（以下「需給約款」といいます。）の適用を受け，

原則として，次のいずれにも該当し，当社との協議が調ったお客さまを対象

といたします。 

(1) 需要場所および当該需要場所と電気的に接続している発電場所において，

この料金その他の供給条件による需給契約（以下「当該需給契約」といい

ます。）と，再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要

綱（以下「受給契約要綱」といいます。）による受給契約（再生可能エネル

ギー固定価格買取制度の対象となる受給契約は除きます。以下「当該受給

契約」といいます。）を締結していること。 

(2) 当社が，当社の定める方式により， 4 （契約種別および需給契約料金）

により算定された料金（以下「需給契約料金」といいます。），別表 1 （買

取料金）によって算定された買取料金（以下「買取料金」といいます。）ま

たは需給契約料金から買取料金を差し引いた金額を請求でき，または支払

えること。 
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 2  料金その他の供給条件の変更 

(1) 当社は，民法第548条の 4 の規定にもとづき，この契約種別の料金その他

の供給条件（以下「料金表」といいます。）を変更することがあります。こ

の場合，料金その他の供給条件は，変更後の料金表によります。 

(2) 託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により，この料金表を

変更する必要が生じた場合，当社は，変更後の託送約款等または法令をふ

まえ，民法第548条の 4 の規定にもとづき，この料金表を変更することがあ

ります。この場合，料金その他の供給条件は，変更後の料金表によります。 

(3) 当社は，この料金表を変更する場合，変更後の料金表の実施期日までに

相当な予告期間をおいて，変更後の料金表の内容を電磁的方法等によりお

客さまにお知らせいたします。 

(4) 電気事業法施行規則第 3 条の12第 1 項各号に規定する事項を変更する場

合は，当社は，原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいた

します。 

 

 3  定 義 

  次の言葉は，この料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

 (1) 夜間蓄熱式機器 

   夜間蓄熱式機器とは，主として夜時間に通電する機能を有し，通電時間

中に蓄熱のために使用される機器をいいます。 

 (2) オフピーク蓄熱式電気温水器 

オフピーク蓄熱式電気温水器とは，ヒートポンプを利用して主として電

力需要の少ない時間帯に蓄熱し，お客さまが給湯に使用するためまたは給

湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされる湯温および湯量に沸

きあげる機能を有する機器であって，夜間蓄熱式機器に該当しないものを

いいます。 

 

 4  契約種別および需給契約料金 

(1) 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］ 

  イ 適 用 範 囲 
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    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，ハ（時間帯区分）に定める昼時間から夜時間への負荷移行が

可能な需要で，この料金表の実施の際現に変更前の再エネおあずかりプ

ラン（令和 5 年 4 月 1 日実施。以下「旧料金表」といいます。）の再エ

ネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］の適用を受けて

いる場合または選択約款の時間帯別電灯［夜間 8 時間型］（令和 5 年 7 月 

 1 日実施。以下「時間帯別電灯（夜間 8 時間型）」といいます。）の適

用を受けている場合に適用いたします。 

  ロ 契 約 容 量 

    契約容量は，この料金表による電気の供給を受ける前に電気の供給を

受けている場合，この料金表による電気の需給契約の申込みの際の契約

容量を基準として定めます。ただし，これによりがたい場合は，Ⅱ（実

施細目） 1 （契約容量）にもとづき契約容量を定めます。 

  ハ 時 間 帯 区 分 

    時間帯区分は，次のとおりといたします。 

   (ｲ) 昼 時 間 

     毎日午前 7 時から午後11時までの時間をいいます。 

   (ﾛ) 夜 時 間 

     昼時間以外の時間をいいます。 

  ニ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および需給約款別表 1 （再生

可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネル

ギー発電促進賦課金（以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とい

います。）の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたものと

いたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）(1)

ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は，契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。



 

 - 4 -

ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたし

ます。 

ａ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以下の場合 

  1  契 約 に つ き 1,375円44銭  

ｂ 契約容量が 6 キロボルトアンペアをこえる場合 

 1 契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 2,292円40銭  

上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき 295円24銭  

   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いた

します。 

ａ 昼 時 間 

 最初の90キロワット時までの 1 キロワット時につき 32円00銭  

 90キロワット時をこえ230キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
39円30銭  

 230キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 43円82銭  

ｂ 夜 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         29円05銭  

   (ﾊ) 最低月額料金 

     (ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金および電力量料金の合計

が次の最低月額料金を下回る場合は，その 1 月の需給契約料金は，次

の最低月額料金，再生可能エネルギー発電促進賦課金および(9)に定め

るおあずかりサービス料金の合計といたします。 

  1  契 約 に つ き          330円44銭  
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 (2) 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］ 

  イ 適 用 範 囲 

    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，ハ（時間帯区分）に定める昼時間から夜時間への負荷移行が

可能な需要で，この料金表の実施の際現に旧料金表の再エネおあずかり

プラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］の適用を受けている場合また

は選択約款の時間帯別電灯［夜間10時間型］（令和 5 年 7 月 1 日実施。

以下「時間帯別電灯（夜間10時間型）」といいます。）の適用を受けて

いる場合に適用いたします。 

  ロ 契 約 容 量 

    契約容量は，この料金表による電気の供給を受ける前に電気の供給を

受けている場合，この料金表による電気の需給契約の申込みの際の契約

容量を基準として定めます。ただし，これによりがたい場合は，Ⅱ（実

施細目） 1 （契約容量）にもとづき契約容量を定めます。 

  ハ 時 間 帯 区 分 

    時間帯区分は，次のとおりといたします。 

   (ｲ) 昼 時 間 

     毎日午前 8 時から午後10時までの時間をいいます。 

   (ﾛ) 夜 時 間 

     昼時間以外の時間をいいます。 

  ニ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたも

のといたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）

(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は，契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。

ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたし
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ます。 

ａ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以下の場合 

  1  契 約 に つ き 1,375円44銭  

ｂ 契約容量が 6 キロボルトアンペアをこえる場合 

    1 契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 2,292円40銭  

上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき 295円24銭  

   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いた

します。 

ａ 昼 時 間 

 最初の80キロワット時までの 1 キロワット時につき 33円98銭  

 80キロワット時をこえ200キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
41円96銭  

 200キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 46円91銭  

ｂ 夜 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         29円19銭  

   (ﾊ) 最低月額料金 

     (ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金および電力量料金の合計

が次の最低月額料金を下回る場合は，その 1 月の需給契約料金は，次

の最低月額料金，再生可能エネルギー発電促進賦課金および(9)に定め

るおあずかりサービス料金の合計といたします。 

  1  契 約 に つ き          330円44銭  

 (3) 再エネおあずかりプラン［季節別時間帯別電灯］ 
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  イ 適 用 範 囲 

    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用す

る需要で，夜間蓄熱式機器の総容量（入力）またはオフピーク蓄熱式電

気温水器の総容量（入力）が 1 キロボルトアンペア以上であり，かつ，

この料金表の実施の際現に旧料金表の再エネおあずかりプラン［季節別

時間帯別電灯］の適用を受けている場合または選択約款の季節別時間帯

別電灯（令和 5 年 7 月 1 日実施。以下「季節別時間帯別電灯」といいま

す。）の適用を受けている場合に適用いたします。 

  ロ 契 約 容 量 

    契約容量は，この料金表による電気の供給を受ける前に電気の供給を

受けている場合，この料金表による電気の需給契約の申込みの際の契約

容量を基準として定めます。ただし，これによりがたい場合は，Ⅱ（実

施細目） 1 （契約容量）にもとづき契約容量を定めます。 

  ハ 季節区分および時間帯区分 

   (ｲ) 季節区分は，次のとおりといたします。 

ａ 夏     季 

      毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間をいいます。 

ｂ そ の 他 季 

      毎年10月 1 日から翌年の 6 月30日までの期間をいいます。 

   (ﾛ) 時間帯区分は，次のとおりといたします。 

ａ 昼 時 間 

      毎日午前10時から午後 5 時までの時間をいいます。 

ｂ 朝 時 間 

      毎日午前 7 時から午前10時までの時間をいいます。 

ｃ 晩 時 間 

      毎日午後 5 時から午後11時までの時間をいいます。 

ｄ 夜 時 間 
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      昼時間，朝時間および晩時間以外の時間をいいます。 

  ニ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたも

のといたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）

(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は，契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。

ただし，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたし

ます。 

ａ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以下の場合 

  1  契 約 に つ き 1,375円44銭  

ｂ 契約容量が 6 キロボルトアンペアをこえる場合 

 1 契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 2,292円40銭  

上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき 295円24銭   

   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の季節別および時間帯別の使用電力量によ

って算定いたします。 

ａ 昼 時 間 

      昼時間のうち，夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他

季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き  44円13銭 40円64銭 

ｂ 朝 時 間 
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  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         36円07銭  

ｃ 晩 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         36円07銭  

ｄ 夜 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         29円05銭  

   (ﾊ) 最低月額料金 

     (ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金および電力量料金の合計

が次の最低月額料金を下回る場合は，その 1 月の需給契約料金は，次

の最低月額料金，再生可能エネルギー発電促進賦課金および(9)に定め

るおあずかりサービス料金の合計といたします。 

  1  契 約 に つ き          330円44銭  

  ホ 全電化住宅割引 

    需要場所におけるすべての熱源を電気でまかなう需要（以下「全電化

需要」といいます。）で，当社との協議が調った場合の需給契約料金は，

ニによって算定された基本料金および電力量料金の合計から(ｲ)によっ

て算定された全電化住宅割引額を差し引き，再生可能エネルギー発電促

進賦課金および(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたものとい

たします。ただし，ニによって算定された基本料金および電力量料金の

合計から(ｲ)によって算定された全電化住宅割引額を差し引いてえた金

額がニ(ﾊ)の最低月額料金を下回る場合の需給契約料金は，ニ(ﾊ)の最低

月額料金，再生可能エネルギー発電促進賦課金および(9)に定めるおあず

かりサービス料金の合計といたします。 

    なお，この場合，すべての熱源とは，給湯設備，厨房設備および冷暖

房設備等に要する熱源をいいます。 

   (ｲ) 全電化住宅割引額 
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     全電化住宅割引額は， 1 月につき次によって算定された金額といた

します。ただし，次によって算定された金額が(ﾛ)に定める全電化住宅

割引上限額を上回る場合の全電化住宅割引額は，(ﾛ)に定める全電化住

宅割引上限額といたします。 

     全電化住宅割引額＝割引対象額× 5 パーセント 

     なお，割引対象額は，夏季については朝時間，晩時間および夜時間，

その他季については昼時間，朝時間，晩時間および夜時間に使用され

たその 1 月の電力量にニ(ﾛ)の該当料金を適用して算定された金額の

合計といたします。 

   (ﾛ) 全電化住宅割引上限額 

  1  契 約 に つ き          2,200円00銭  

 (4) 再エネおあずかりプラン［スタンダードＳ］ 

  イ 適 用 範 囲 

    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，契約電流が10アンペア以上であり，かつ，60アンペア以下で

あるものに適用いたします。 

  ロ 契 約 電 流 

   (ｲ) 契約電流は，10アンペア，15アンペア，20アンペア，30アンペア，

40アンペア，50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし，お客さま

の申出によって定めます。 

   (ﾛ) 当該一般送配電事業者等は，契約電流に応じて，電流制限器等また

は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，お客さまにおいて

使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用

する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，

当該一般送配電事業者等は，電流制限器等または電流を制限する計量
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器を取り付けないことがあります。 

  ハ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたも

のといたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）

(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 契約電流10アンペア          295円24銭  

 契約電流15アンペア          442円86銭  

 契約電流20アンペア          590円48銭  

 契約電流30アンペア          885円72銭  

 契約電流40アンペア          1,180円96銭  

 契約電流50アンペア          1,476円20銭  

 契約電流60アンペア          1,771円44銭  

   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき 30円00銭  

 120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キ

ロワット時につき 
36円60銭  

 300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40円69銭  

   (ﾊ) 最低月額料金 

     (ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金および電力量料金の合計

が次の最低月額料金を下回る場合は，その 1 月の需給契約料金は，次
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の最低月額料金，再生可能エネルギー発電促進賦課金および(9)に定め

るおあずかりサービス料金の合計といたします。 

  1  契 約 に つ き          321円42銭  

 (5) 再エネおあずかりプラン［スタンダードＬ］ 

  イ 適 用 範 囲 

    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であるものに適用いた

します。 

  ロ 契 約 容 量 

    契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，需給約款別表 3 （契

約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約

主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

    なお，当社または当該一般送配電事業者等は，契約主開閉器が制限で

きる電流を，必要に応じて確認いたします。 

  ハ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたも

のといたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）

(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 295円24銭  

   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 
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 最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき 30円00銭  

 120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キ

ロワット時につき 
36円60銭  

 300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 40円69銭  

 (6) 再エネおあずかりプラン［スマートライフＳ］ 

  イ 適 用 範 囲 

    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用し，

夜間蓄熱式機器の総容量（入力）またはオフピーク蓄熱式電気温水器の

総容量（入力）が 1 キロボルトアンペア以上の需要で，契約電流が10ア

ンペア以上であり，かつ，60アンペア以下であるものに適用いたします。 

  ロ 契 約 電 流 

   (ｲ) 契約電流は，10アンペア，15アンペア，20アンペア，30アンペア，

40アンペア，50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし，お客さま

の申出によって定めます。 

   (ﾛ) 当該一般送配電事業者等は，契約電流に応じて，電流制限器等また

は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，お客さまにおいて

使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用

する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には，

当該一般送配電事業者等は，電流制限器等または電流を制限する計量

器を取り付けないことがあります。 

  ハ 時 間 帯 区 分 

    時間帯区分は，次のとおりといたします。 

   (ｲ) そ の 他 時 間 

     夜時間以外の時間をいいます。 

   (ﾛ) 夜 時 間 

     毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間をいいます。 



 

 - 14 -

  ニ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたも

のといたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）

(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 契約電流10アンペア          295円24銭  

 契約電流15アンペア          442円86銭  

 契約電流20アンペア          590円48銭  

 契約電流30アンペア          885円72銭  

 契約電流40アンペア          1,180円96銭  

 契約電流50アンペア          1,476円20銭  

 契約電流60アンペア          1,771円44銭  

   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いた

します。 

ａ そ の 他 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         35円96銭  

ｂ 夜 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         28円06銭  

   (ﾊ) 最低月額料金 

     (ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金および電力量料金の合計
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が次の最低月額料金を下回る場合は，その 1 月の需給契約料金は，次

の最低月額料金，再生可能エネルギー発電促進賦課金および(9)に定め

るおあずかりサービス料金の合計といたします。 

  1  契 約 に つ き          321円42銭  

 (7) 再エネおあずかりプラン［スマートライフＬ］ 

  イ 適 用 範 囲 

    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用し，

夜間蓄熱式機器の総容量（入力）またはオフピーク蓄熱式電気温水器の

総容量（入力）が 1 キロボルトアンペア以上であり，契約容量が 6 キロ

ボルトアンペア以上であるものに適用いたします。 

  ロ 契 約 容 量 

    契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，需給約款別表 3 （契

約容量の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約

主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

    なお，当社または当該一般送配電事業者等は，契約主開閉器が制限で

きる電流を，必要に応じて確認いたします。 

  ハ 時 間 帯 区 分 

    時間帯区分は，次のとおりといたします。 

   (ｲ) そ の 他 時 間 

     夜時間以外の時間をいいます。 

   (ﾛ) 夜 時 間 

     毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間をいいます。 

  ニ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたも
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のといたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）

(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 295円24銭  

   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いた

します。 

ａ そ の 他 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         35円96銭  

ｂ 夜 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         28円06銭  

 (8) 再エネおあずかりプラン［スマートライフプラン］ 

  イ 適 用 範 囲 

    電灯または小型機器を使用され，託送約款等（関東エリアを供給区域

とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。）の電灯標準

接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお

客さまで，夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用し，

夜間蓄熱式機器の総容量（入力）またはオフピーク蓄熱式電気温水器の

総容量（入力）が 1 キロボルトアンペア以上の需要であるものに適用い

たします。 

  ロ 契 約 電 力 

    各月の契約電力は，次の場合を除き，その 1 月の最大需要電力と前11

月（特別の事情がある場合は，前11月以内でお客さまとの協議により定

めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち，いずれか大
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きい値といたします。 

    なお，契約電力の単位は， 1 キロワットとし，その端数は，小数点以

下第 1 位で四捨五入いたします。ただし，算定された値が0.5キロワット

以下となる場合は，契約電力を0.5キロワットといたします。 

   (ｲ) 新たに電気の供給を受ける場合は，需給契約料金適用開始の日以降

12月の期間の各月の契約電力は，その 1 月の最大需要電力と需給契約

料金適用開始の日から前月まで（特別の事情がある場合は，需給契約

料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた

期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち，いずれか大き

い値といたします。ただし，この料金表により電気の供給を受ける前

から引き続き当該一般送配電事業者等の供給設備を利用される場合に

は，この料金表による電気の供給を受ける前の電気の供給は，契約電

力の決定上この料金表によって受けた電気の供給とみなします。 

   (ﾛ) 需要場所における負荷設備を増加される場合等で，増加された日を

含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の

増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月（特別の事情

がある場合は，前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とす

ることがあります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回

るときは，その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は，

その期間の最大需要電力と前11月（特別の事情がある場合は，前11月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。）

の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし，その 1 月の増加された

日以降の期間の契約電力は，その期間の最大需要電力の値といたしま

す。 

   (ﾊ) 需要場所における負荷設備を減少される場合等で， 1 年を通じての

最大需要電力が減少することが明らかなときは，減少された日を含む 

1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は，その期間の最大

需要電力と前11月（特別の事情がある場合は，前11月以内でお客さま

との協議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力

のうちいずれか大きい値とし，減少された日以降12月の期間の各月の
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契約電力（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間につい

ては，その期間の契約電力といたします。）は，需要場所における負

荷設備の内容， 1 年間を通じての最大の負荷，同一業種の負荷率，操

業度等を基準として，お客さまとの協議によって定めた値といたしま

す。ただし，減少された日以降12月の期間で，その 1 月の最大需要電

力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい

値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合（減少された日

を含む 1 月の減少された日以降の期間については，その期間の最大需

要電力の値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合といた

します。）は，契約電力は，その上回る最大需要電力の値といたしま

す。 

  ハ 時 間 帯 区 分 

    時間帯区分は，次のとおりといたします。 

   (ｲ) そ の 他 時 間 

     夜時間以外の時間をいいます。 

   (ﾛ) 夜 時 間 

     毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間をいいます。 

  ニ 需給契約料金 

    需給契約料金は，基本料金，電力量料金および再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計に(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたも

のといたします。ただし，電力量料金は，需給約款別表 2 （燃料費調整）

(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) 基 本 料 金 

     基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，契約電

力が0.5キロワットの場合の基本料金は，契約電力が 1 キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。また，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。 

 契約電力 1 キロワットにつき 474円50銭  
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   (ﾛ) 電 力 量 料 金 

     電力量料金は，その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いた

します。 

ａ そ の 他 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         35円96銭  

ｂ 夜 時 間 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         28円06銭  

   (ﾊ) 最低月額料金 

     (ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金および電力量料金の合計

が次の最低月額料金を下回る場合は，その 1 月の需給契約料金は，次

の最低月額料金，再生可能エネルギー発電促進賦課金および(9)に定め

るおあずかりサービス料金の合計といたします。 

  1  契 約 に つ き          321円42銭  

 (9) おあずかりサービス料金 

   おあずかりサービス料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただ

し，当該需給契約または当該受給契約のいずれかが消滅した場合は，申し

受けません。 

  1  契 約 に つ き          4,000円00銭  

 

 5  需給契約料金および買取料金の適用開始の時期 

  需給契約料金および買取料金の適用開始の日は，原則として計量期間等の

始期といたします。 

 

 6  使用電力量の算定 

(1) 使用電力量は，託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごと
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の接続供給電力量といたします。 

(2) 需給契約料金の算定期間の使用電力量は，30分ごとの使用電力量を需給

契約料金の算定期間（ただし，需給契約が消滅する場合で，特別の事情が

あるときは，消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間

といたします。）において合計した値とし，その端数は，小数点以下第 1 位

で四捨五入いたします。 

   なお，再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］，再

エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］，再エネおあず

かりプラン［スマートライフＳ］，再エネおあずかりプラン［スマートラ

イフＬ］および再エネおあずかりプラン［スマートライフプラン］の需給

契約料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は，時間帯別に，30分ごとの

使用電力量を需給契約料金の算定期間（ただし，需給契約が消滅する場合

で，特別の事情があるときは，消滅日の前日を含む計量期間等の始期から

消滅日までの期間といたします。）において合計した値とし，その端数は，

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし，需給契約料金の算定期

間の夜時間の使用電力量は，需給契約料金の算定期間の使用電力量から夜

時間を除く時間帯別の使用電力量の合計を差し引いた値といたします。 

   また，再エネおあずかりプラン［季節別時間帯別電灯］の需給契約料金

の算定期間の季節別および時間帯別の使用電力量は，季節別および時間帯

別に，30分ごとの使用電力量を需給契約料金の算定期間（ただし，需給契

約が消滅する場合で，特別の事情があるときは，消滅日の前日を含む計量

期間等の始期から消滅日までの期間といたします。）において合計した値

とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし，需

給契約料金の算定期間の夜時間の使用電力量は，需給契約料金の算定期間

の使用電力量から夜時間を除く季節別および時間帯別の使用電力量の合計

を差し引いた値といたします。 

(3) 夜間蓄熱式機器の計量について特別の事情がある場合は，お客さまとの

協議のうえ，夜間蓄熱式機器の使用電力量をその他の負荷設備とは別に計

量することがあります。この場合，当該夜間蓄熱式機器については，専用

の屋内電路を施設し，直接当該夜間蓄熱式機器に接続していただきます。



 

 - 21 -

また，夜時間以外の時間は，適当な装置または計量器を用いて電気の供給

を原則としてしゃ断していただきます。 

 

 7  需給契約料金および買取料金の算定 

(1) 需給契約料金および買取料金は，次の場合を除き，算定期間を「 1 月」

として算定いたします。 

  イ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合 

  ロ 契約電流，契約容量等を変更したことにより，需給契約料金に変更が

あった場合 

  ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電

事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属

する月の日数に対し， 5 日を上回り，または下回るとき。 

(2) 基本料金および電力量料金の合計から全電化住宅割引額および電化厨房

住宅割引額を差し引いてえた金額，最低月額料金，再生可能エネルギー発

電促進賦課金，おあずかりサービス料金，買取料金および合計金額の単位

は， 1 円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

 8  日 割 計 算 

  当社は， 7 （需給契約料金および買取料金の算定）(1)イ，ロまたはハの場

合は，次により需給契約料金を算定いたします。 

(1) 基本料金または最低月額料金は，別表 2 （日割計算の基本算式）(1)によ

り日割計算をいたします。 

(2) 電力量料金は，日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算

定いたします。ただし，再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時

間型）］，再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］，再

エネおあずかりプラン［スタンダードＳ］および再エネおあずかりプラン

［スタンダードＬ］の料金適用上の電力量区分については，別表 2 （日割

計算の基本算式）(2)により日割計算をいたします。 

(3) 全電化住宅割引上限額の日割計算は，別表 2 （日割計算の基本算式）(3)

により日割計算をいたします。ただし， 7 （需給契約料金および買取料金
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の算定）(1)ロの場合は，日割計算は行ないません。 

(4) 電化厨房住宅割引上限額の日割計算は，別表 2 （日割計算の基本算式）

(4)により日割計算をいたします。ただし， 7 （需給契約料金および買取料

金の算定）(1)ロの場合は，日割計算は行ないません。 

(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，日割計算の対象となる期間ごと

の使用電力量に応じて算定いたします。 

(6) (1)，(2)，(3)，(4)および(5)によりがたい場合は，これに準じて算定い

たします。 

 

 9  料金の請求および支払い 

  当社は，需給約款23（料金その他の支払方法）および受給契約要綱19（料

金等の支払方法）の定めにかかわらず，需給契約料金および買取料金を次に

より請求し，または支払うものといたします。 

(1) 需給契約料金が買取料金を上回る場合 

   お客さまは，需給契約料金から買取料金を差し引いた金額を，原則とし

て当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき，そのクレジット会

社に毎月継続して需給契約料金から買取料金を差し引いた金額を立替えさ

せる方法により当社が指定する金融機関を通じて払い込みにより支払って

いただきます。 

(2) 需給契約料金が買取料金を下回る場合 

当社は，買取料金から需給契約料金を差し引いた金額を，お客さまが指

定する金融機関の指定口座に振込みによって支払います。なお，買取料金

から需給契約料金を差し引いた金額の支払いは，当社がその金融機関に振

込みをしたときになされたものといたします。 

 

10 契 約 期 間 

  契約期間は，次によります。 

 (1) 契約期間は，需給契約が成立した日から，廃止または解約により需給契

約が消滅する日までといたします。 

 (2) 当社がこの契約種別を終了する場合の契約期間の終期は，(1)にかかわら
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ず，この契約種別を終了する日といたします。 

   なお，この場合には，この契約種別を終了する 6 月前までにその旨をお

客さまにお知らせいたします。 

 (3) お客さまの需要場所が電気事業法第20条の 2 第 1 項に定める指定区域と

して指定される場合の契約期間の終期は，(1)および(2)にかかわらず，原

則として当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離

島等供給が開始される日の前日といたします。 

 

11 そ の 他 

(1) 需給約款33（解約等）による場合，または 1 （対象となるお客さま）を満

たさなくなった場合，需給契約を解約することがあります。 

(2) 当社は，需給約款24（延滞利息）で定める延滞利息は申し受けません。 

(3) 需給契約料金適用開始の日以降 1 年目の日までは，原則として他の契約

種別に需給契約を変更することはできません。 

(4) その他の事項については，需給約款または受給契約要綱に定めるところ

によるものといたします。 

(5) この料金表の実施上必要な細目的事項については，Ⅱ（実施細目）によ

るものといたします。 
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Ⅱ 実 施 細 目 

 

 1  契 約 容 量 

  本則 4 （契約種別および需給契約料金）(1)ロ，(2)ロおよび(3)ロにおける，

申込みの際の契約容量を基準として定めるによりがたい場合の契約容量は，

次のとおり定めるものといたします。 

(1) 契約容量は，原則として需給約款15（スタンダードプラン）(3)に準じて

定めます。 

(2) 夜間蓄熱式機器を使用される場合の契約容量は，(1)にかかわらず，原則

として，次のイによってえた値に0.4を乗じてえた値がロによってえた値以

上となる場合は，イによってえた値とし，それ以外の場合は，次の算式に

よって算定された値といたします。 

   イによってえた値＋ロによってえた値×0.1 

  イ 契約上使用できる負荷設備（以下「契約負荷設備」といいます。）の

うち夜間蓄熱式機器以外のものについて，原則として需給約款のスタン

ダードＬの契約容量決定方法に準じてえた値 

  ロ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱式機器の総容量（入力） 

(3) お客さまが希望され，かつ，当該一般送配電事業者等の電流制限器を取

り付けることが適当と認められる場合は，契約容量は，電流制限器の定格

電流値にもとづき次式により算定いたします。 

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) ＝電流制限器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×100ﾎﾞﾙﾄ× 
1 

1,000 

   なお，電流制限器とは，需給約款15（スタンダードプラン）(1)ロ(ﾛ)に

おける電流制限器をいいます。 

   また，お客さまが希望され，かつ，電流を制限する計量器を取り付ける

ことが適当と認められる場合は，契約容量は，その制限される電流値にも

とづき次式により算定いたします。 

入力(ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ) ＝制限される電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×100ﾎﾞﾙﾄ× 
1 

1,000 
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(4) 夜間蓄熱式機器を使用される場合で，お客さまが希望され，かつ，夜間

蓄熱式機器以外の機器について，当該一般送配電事業者等の電流制限器ま

たは電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められるときは，

(2)イの値は，(3)に準じて算定いたします。 

 

 2  夜間蓄熱式機器 

(1) 夜間蓄熱式機器とは，本則 3 （定義）(1)に該当する貯湯式電気温水器お

よび蓄熱式電気暖房器等の機器をいいます。 

(2) 本則 3 （定義）(1)の「主として夜時間に通電する機能」とは，お客さま

または当該一般送配電事業者等が当該機器への主たる通電時間を夜時間と

することのできる装置を取り付けた場合を含みます。 

(3) 夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は，

当社に申し出ていただきます。 

   なお，お客さまが無断で夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えま

たは取り外された場合で，引き続き変更前の需給契約内容により電気を使

用されたときは，当社は，需給約款33（解約等）に準じて需給契約を解約

することがあります。 

(4) 当社は，本則 3 （定義）(1)に定める夜間蓄熱式機器の機能を確認させて

いただきます。この場合，夜間蓄熱式機器の機能を証明する書類等を提示

していただくことがあります。 

 

 3  オフピーク蓄熱式電気温水器 

(1) オフピーク蓄熱式電気温水器とは，本則 3 （定義）(2)に該当する貯湯式

電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能をあわせて有する貯湯式電気

温水器等の機器をいいます。 

(2) オフピーク蓄熱式電気温水器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外

される場合は，当社に申し出ていただきます。 

   なお，お客さまが無断でオフピーク蓄熱式電気温水器を取り付けもしく

は取り替えまたは取り外された場合で，引き続き変更前の需給契約内容に

より電気を使用されたときは，当社は，需給約款33（解約等）に準じて需
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給契約を解約することがあります。 

(3) 当社は，本則 3 （定義）(2)に定めるオフピーク蓄熱式電気温水器の機能

を確認させていただきます。この場合，オフピーク蓄熱式電気温水器の機

能を証明する書類等を提示していただくことがあります。 

 

 4  全電化住宅割引にかかわる取扱い 

  再エネおあずかりプラン［季節別時間帯別電灯］における全電化住宅割引

については，次のとおりといたします。 

(1) 全 電 化 需 要 

  イ 当社は，全電化需要であることを確認させていただきます。この場合，

電気機器に関する資料等を提出していただくことがあります。 

  ロ 給湯設備，厨房設備，冷暖房設備等熱源を要する機器を取り付けもし

くは取り替えまたは取り外される場合は，当社に申し出ていただきます。 

(2) 全電化住宅割引額 

  イ 給湯設備，厨房設備，冷暖房設備等熱源を要する機器を取り付けもし

くは取り替えまたは取り外されることにより全電化住宅割引の対象また

は対象外となった場合の全電化住宅割引額は，当社がその変更を確認し

た日が含まれる需給契約料金の算定期間の始期に遡って適用いたします。 

  ロ 全電化住宅割引の適用を受けている場合で全電化需要でないことが明

らかになったときは，需給約款27（違約金）に準じて違約金を原則とし

て申し受けます。ただし，(1)ロによる申出があった場合は，この限りで

はありません。 
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附  則 

 

 1  実 施 期 日 

  この料金表は，令和 5 年 7 月 1 日から実施いたします。 

 

 2  この料金表の実施にともなう切替措置 

 (1) 需給契約料金 

   この料金表実施の日を含む需給契約料金の算定期間の需給契約料金の算

定にあたっては，本則 7 （需給契約料金および買取料金の算定）および本

則 8 （日割計算）に準じて日割計算を行ない，需給契約料金を算定いたし

ます。ただし，おあずかりサービス料金の日割計算は，次によるものとい

たします。 

おあずかりサービス料金×  
日割計算対象日数 

暦日数 

 (2) 買 取 料 金 

   この料金表実施の日を含む買取料金の算定期間の買取料金は，別表 1 （買

取料金）(1)または(2)にかかわらず，次のとおり算定いたします。 

  イ おあずかり買取料金 

    おあずかり買取料金は，おあずかりサービス電力量およびおあずかり

サービス料金率によって算定いたします。ただし，おあずかりサービス

電力量に需給約款別表 2 （燃料費調整）(1)ハを適用して算定される燃料

費調整額を加えたものといたします。 

   (ｲ) おあずかりサービス電力量 

     おあずかりサービス電力量は，当該需給契約におけるその 1 月の使

用電力量，当該受給契約におけるその 1 月の受給電力量および次のお

あずかりサービス上限電力量のうちいずれか小さい値といたします。 

 おあずかりサービス上限電力量 250 キロワット時  

   (ﾛ) おあずかりサービス料金率 
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     おあずかりサービス料金率は，当該需給契約の契約種別によって次

のとおりといたします。 

    ａ 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］の場

合 

 Ａまでの 1 キロワット時につき 43円82銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの 1  キロワット時につ

き 
39円30銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計までの 1 

キロワット時につき 
33円73銭  

 Ａ，ＢおよびＣの合計をこえＡ，Ｂ，ＣおよびＤの合計

までの 1 キロワット時につき 
32円00銭  

 Ａ，Ｂ，ＣおよびＤの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄおよび

Ｅの合計までの 1 キロワット時につき 
29円21銭  

 Ａ，Ｂ，Ｃ，ＤおよびＥの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，

ＥおよびＦの合計までの 1 キロワット時につき 
29円05銭  

 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ，Ｅ，ＦおよびＧの合計までの 1 キロワット時につき 
21円91銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 15円71銭  

     Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち230キロワット時をこえる 1 

キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち90キロワット時をこえ230キ

ロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用さ

れる使用電力量 

     Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち230キロワット時を

こえる 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電

力量 

     Ｄ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち最初の90キロワット時まで
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の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｅ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち90キロワット時を

こえ230キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金

が適用される使用電力量 

     Ｆ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(1)ニ(ﾛ)bの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｇ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち最初の90キロワッ

ト時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使

用電力量 

    ｂ 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］の場

合 

 Ａまでの 1 キロワット時につき 46円91銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの 1  キロワット時につ

き 
41円96銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計までの 1 

キロワット時につき 
36円82銭  

 Ａ，ＢおよびＣの合計をこえＡ，Ｂ，ＣおよびＤの合計

までの 1 キロワット時につき 
33円98銭  

 Ａ，Ｂ，ＣおよびＤの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄおよび

Ｅの合計までの 1 キロワット時につき 
31円87銭  

 Ａ，Ｂ，Ｃ，ＤおよびＥの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，

ＥおよびＦの合計までの 1 キロワット時につき 
29円19銭  

 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ，Ｅ，ＦおよびＧの合計までの 1 キロワット時につき 
23円89銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 15円85銭  

     Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち200キロワット時をこえる 1 

キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約
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料金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち80キロワット時をこえ200キ

ロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用さ

れる使用電力量 

     Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち200キロワット時を

こえる 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電

力量 

     Ｄ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち最初の80キロワット時まで

の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｅ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち80キロワット時を

こえ200キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金

が適用される使用電力量 

     Ｆ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(2)ニ(ﾛ)bの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｇ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち最初の80キロワッ

ト時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使

用電力量 

    ｃ 再エネおあずかりプラン［季節別時間帯別電灯］の場合 
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 Ａまでの 1 キロワット時につき 44円13銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの 1  キロワット時につ

き 
40円64銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計までの 1 

キロワット時につき 
36円07銭  

 Ａ，ＢおよびＣの合計をこえＡ，Ｂ，ＣおよびＤの合計

までの 1 キロワット時につき 
34円04銭  

 Ａ，Ｂ，ＣおよびＤの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄおよび

Ｅの合計までの 1 キロワット時につき 
30円55銭  

 Ａ，Ｂ，Ｃ，ＤおよびＥの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，

ＥおよびＦの合計までの 1 キロワット時につき 
29円05銭  

 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ，Ｅ，ＦおよびＧの合計までの 1 キロワット時につき 
25円98銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 15円71銭  

     Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(3)ニ(ﾛ)aのうち夏季料金が適用される使用電力量 

     Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(3)ニ(ﾛ)aのうちその他季料金が適用される使用電力量 

     Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(3)ニ(ﾛ)bおよびcの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｄ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(3)ニ(ﾛ)aのうち夏季料金が適用される使用電力

量 

     Ｅ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(3)ニ(ﾛ)aのうちその他季料金が適用される使用

電力量 

     Ｆ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(3)ニ(ﾛ)dの電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｇ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(3)ニ(ﾛ)bおよびcの電力量料金が適用される使用

電力量 

    ｄ 再エネおあずかりプラン［スタンダードＳ］または再エネおあず
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かりプラン［スタンダードＬ］の場合 

 Ａまでの 1 キロワット時につき 40円69銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの 1  キロワット時につ

き 
36円60銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計までの 1 

キロワット時につき 
30円60銭  

 Ａ，ＢおよびＣの合計をこえＡ，Ｂ，ＣおよびＤの合計

までの 1 キロワット時につき 
30円00銭  

 Ａ，Ｂ，ＣおよびＤの合計をこえＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄおよび

Ｅの合計までの 1 キロワット時につき 
26円49銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 19円91銭  

     Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契

約料金）(4)ハ(ﾛ)または(5)ハ(ﾛ)の電力量料金のうち 300 キロ

ワット時をこえる 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用さ

れる使用電力量 

     Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契

約料金）(4)ハ(ﾛ)または(5)ハ(ﾛ)の電力量料金のうち 120 キロ

ワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たり

の電力量料金が適用される使用電力量 

     Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別およ

び需給契約料金）(4)ハ(ﾛ)または(5)ハ(ﾛ)の電力量料金のうち

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時当たりの電力量料金

が適用される使用電力量 

     Ｄ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契

約料金）(4)ハ(ﾛ)または(5)ハ(ﾛ)の電力量料金のうち最初の

120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が

適用される使用電力量 

     Ｅ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(4)ハ(ﾛ)または(5)ハ(ﾛ)の電力量料金のうち120

キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時当た
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りの電力量料金が適用される使用電力量 

    ｅ 再エネおあずかりプラン［スマートライフＳ］，再エネおあずか

りプラン［スマートライフＬ］または再エネおあずかりプラン［ス

マートライフプラン］の場合 

 Ａまでの 1 キロワット時につき 35円96銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの 1  キロワット時につ

き 
28円06銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計までの 1 

キロワット時につき 
25円87銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 18円37銭  

     Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契

約料金）(6)ニ(ﾛ)a，(7)ニ(ﾛ)a または(8)ニ(ﾛ)a の電力量料金

が適用される使用電力量 

     Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契

約料金）(6)ニ(ﾛ)b，(7)ニ(ﾛ)b または(8)ニ(ﾛ)b の電力量料金

が適用される使用電力量 

     Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，旧料金表本則 4 （契約種別およ

び需給契約料金）(6)ニ(ﾛ)a，(7)ニ(ﾛ)a または(8)ニ(ﾛ)a の電

力量料金が適用される使用電力量 

  ロ 標準買取料金 

    標準買取料金は，当該受給契約におけるその 1 月の受給電力量からイ

(ｲ)のおあずかりサービス電力量を差し引いた電力量および次の買取料

金率により算定いたします。 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         8円50銭  

 

 3   5 時間通電機器を使用されるお客さまについての特別措置 

(1) 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］，再エネおあ

ずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］または再エネおあずかりプ
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ラン［季節別時間帯別電灯］として電気の供給を受け，この料金表の実施

の際現に旧料金表附則 3 （ 5 時間通電機器を使用されるお客さまについて

の特別措置）の適用を受けている場合または時間帯別電灯（夜間 8 時間型），

時間帯別電灯（夜間10時間型）もしくは季節別時間帯別電灯の附則 3 （ 5 時

間通電機器を使用されるお客さまについての特別措置）の適用を受けてい

る場合に適用いたします。 

(2) (1)の適用を受けている夜間蓄熱式機器について，毎日午前 1 時から午前 

 6 時まで以外の時間は，適当な装置または計量器を用いて電気の供給をし

ゃ断していただきます。 

 

 4  電化厨房住宅契約についての経過措置 

(1) 適     用 

再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］または再エ

ネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］として電気の供給

を受け，電磁誘導加熱調理器等の定格電圧200ボルトのクッキングヒーター

（以下「クッキングヒーター」といいます。）を据え付けて使用する需要

で，この料金表の実施の際現に旧料金表附則 4 （電化厨房住宅契約につい

ての特別措置）の適用を受けている場合または時間帯別電灯（夜間 8 時間

型）附則 4 （電化厨房住宅契約についての特別措置）もしくは時間帯別電

灯（夜間10時間型）附則 4 （電化厨房住宅契約についての特別措置）の適

用を受けている場合に，令和 6 年 9 月分の計量期間等の終期までの期間に

使用される電気に適用いたします。 

(2) 季 節 区 分 

季節区分は，次のとおりといたします。 

  イ 夏 季 

    毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間をいいます。 

  ロ そ の 他 季 

    毎年10月 1 日から翌年の 6 月30日までの期間をいいます。 

(3) 需給契約料金 

   需給契約料金は，次のとおりといたします。 
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  イ 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］として電

気の供給を受ける場合 

    電化厨房住宅契約の適用を受ける場合の需給契約料金は，本則 4 （契

約種別および需給契約料金）(1)ニにかかわらず，本則 4 （契約種別およ

び需給契約料金）(1)ニによって算定された基本料金および電力量料金の

合計からハによって算定された電化厨房住宅割引額を差し引いてえた金

額に，再生可能エネルギー発電促進賦課金および本則 4 （契約種別およ

び需給契約料金）(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたものとい

たします。ただし，本則 4 （契約種別および需給契約料金）(1)ニによっ

て算定された基本料金および電力量料金の合計からハによって算定され

た電化厨房住宅割引額を差し引いてえた金額が本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(1)ニ(ﾊ)の最低月額料金を下回る場合の需給契約料金は，

本則 4 （契約種別および需給契約料金）(1)ニ(ﾊ)の最低月額料金，再生

可能エネルギー発電促進賦課金および本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(9)に定めるおあずかりサービス料金との合計といたします。 

  ロ 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］として電

気の供給を受ける場合 

    電化厨房住宅契約の適用を受ける場合の需給契約料金は，本則 4 （契

約種別および需給契約料金）(2)ニにかかわらず，本則 4 （契約種別およ

び需給契約料金）(2)ニによって算定された基本料金および電力量料金の

合計からハによって算定された電化厨房住宅割引額を差し引いてえた金

額に，再生可能エネルギー発電促進賦課金および本則 4 （契約種別およ

び需給契約料金）(9)に定めるおあずかりサービス料金を加えたものとい

たします。ただし，本則 4 （契約種別および需給契約料金）(2)ニによっ

て算定された基本料金および電力量料金の合計からハによって算定され

た電化厨房住宅割引額を差し引いてえた金額が本則 4 （契約種別および

需給契約料金）(2)ニ(ﾊ)の最低月額料金を下回る場合の需給契約料金は，

本則 4 （契約種別および需給契約料金）(2)ニ(ﾊ)の最低月額料金，再生

可能エネルギー発電促進賦課金および本則 4 （契約種別および需給契約

料金）(9)に定めるおあずかりサービス料金との合計といたします。 
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  ハ 電化厨房住宅割引額 

    電化厨房住宅割引額は， 1 月につき次によって算定された金額といた

します。ただし，次によって算定された金額がホに定める電化厨房住宅

割引上限額を上回る場合の電化厨房住宅割引額は，ホに定める電化厨房

住宅割引上限額といたします。 

電化厨房住宅割引額 =ニの割引対象額 × 3 パーセント 

  ニ 割 引 対 象 額 

    割引対象額は，次のとおりといたします。 

   (ｲ) 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］として

電気の供給を受ける場合 

     割引対象額は，その他季におけるその 1 月の使用電力量に本則 4 （契

約種別および需給契約料金）(1)ニ(ﾛ)の該当料金を適用して算定され

た金額といたします。ただし，その 1 月に夏季およびその他季がとも

に含まれる場合，割引対象額は，その 1 月に含まれる夏季およびその

他季の日数の比であん分してえたその他季の値といたします。 

   (ﾛ) 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］として

電気の供給を受ける場合 

     割引対象額は，その他季におけるその 1 月の使用電力量に本則 4 （契

約種別および需給契約料金）(2)ニ(ﾛ)の該当料金を適用して算定され

た金額といたします。ただし，その 1 月に夏季およびその他季がとも

に含まれる場合，割引対象額は，その 1 月に含まれる夏季およびその

他季の日数の比であん分してえたその他季の値といたします。 

  ホ 電化厨房住宅割引上限額 

    電化厨房住宅割引上限額は， 1 月につき次のとおりといたします。た

だし，その 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合の電化厨房

住宅割引上限額は，その 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比

であん分してえたその他季の値といたします。 

  1  契 約 に つ き          550円00銭  
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(4) 料金の請求および支払い 

   当社は，本則 9 （料金の請求および支払い）の定めにかかわらず，(3)に

より算定した需給契約料金および買取料金を次により請求し，または支払

うものといたします。 

  イ (3)により算定した需給契約料金が買取料金を上回る場合 

    お客さまは，(3)により算定した需給契約料金から買取料金を差し引い

た金額を，原則として当社の指定するクレジット会社との契約にもとづ

き，そのクレジット会社に毎月継続して(3)により算定した需給契約料金

から買取料金を差し引いた金額を立替えさせる方法により当社が指定す

る金融機関を通じて払い込みにより支払っていただきます。 

  ロ (3)により算定した需給契約料金が買取料金を下回る場合 

    当社は，買取料金から(3)により算定した需給契約料金を差し引いた金

額を，お客さまが指定する金融機関の指定口座に振込みによって支払い

ます。なお，買取料金から(3)により算定した需給契約料金を差し引いた

金額の支払いは，当社がその金融機関に振込みをしたときになされたも

のといたします。 

(5) そ の 他 

  イ 当社は，クッキングヒーターの機能を確認させていただきます。この

場合，当該クッキングヒーターの機能を証明する書類等を提示していた

だくことがあります。 

  ロ お客さまがクッキングヒーターを取り付けもしくは取り替えまたは取

り外されたことにより需給契約料金に変更があった場合の電化厨房住宅

割引額は，当社がその変更を確認した日が含まれる需給契約料金の算定

期間の始期に遡って適用いたします。 

  ハ お客さまがクッキングヒーターを取り替えまたは取り外される場合は，

当社に申し出ていただきます。 

    なお，無断でクッキングヒーターを取り外された場合は，需給約款27

（違約金）に準じて違約金を原則として申し受けます。 

  ニ その 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合の割引対象額の

日割計算は，別表 2 （日割計算の基本算式）(5)によるものといたします。 
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別  表 

 

 1  買 取 料 金 

  買取料金は，次のとおり算定いたします。なお，買取料金はおあずかり買

取料金および標準買取料金の合計といたします。 

(1) おあずかり買取料金 

   おあずかり買取料金は，おあずかりサービス電力量およびおあずかりサ

ービス料金率によって算定いたします。ただし，おあずかり買取料金は，

おあずかりサービス電力量に需給約款別表 2 （燃料費調整）(1)ハを適用し

て算定される燃料費調整額を加えたものといたします。 

  イ おあずかりサービス電力量 

    おあずかりサービス電力量は，その 1 月の使用電力量，その 1 月の受

給電力量および次のおあずかりサービス上限電力量のうちいずれか小さ

い値といたします。 

 おあずかりサービス上限電力量 250キロワット時  

  ロ おあずかりサービス料金率 

    おあずかりサービス料金率は，当該需給契約の契約種別によって次の

とおりといたします。 

   (ｲ) 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］の場合 

 Ａまでの 1 キロワット時につき 43円82銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの  1  キロワット時

につき 
39円30銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計まで

の 1 キロワット時につき 
32円00銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 29円05銭  

   Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち230キロワット時をこえる 1 キロ

ワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 
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   Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち90キロワット時をこえ230キロワ

ット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用

電力量 

   Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(1)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち最初の90キロワット時までの 1 キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

   (ﾛ) 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］の場合 

 Ａまでの 1 キロワット時につき 46円91銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの  1  キロワット時

につき 
41円96銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計まで

の 1 キロワット時につき 
33円98銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 29円19銭  

   Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち200キロワット時をこえる 1 キロ

ワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

   Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち80キロワット時をこえ200キロワ

ット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用

電力量 

   Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(2)ニ(ﾛ)aの電力量料金のうち最初の80キロワット時までの 1 キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

   (ﾊ) 再エネおあずかりプラン［季節別時間帯別電灯］の場合 
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 Ａまでの 1 キロワット時につき 44円13銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの  1  キロワット時

につき 
40円64銭  

 ＡおよびＢの合計をこえＡ，ＢおよびＣの合計まで

の 1 キロワット時につき 
36円07銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 29円05銭  

   Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(3)ニ(ﾛ)aのうち夏季料金が適用される使用電力量 

   Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(3)ニ(ﾛ)aのうちその他季料金が適用される使用電力量 

   Ｃ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(3)ニ(ﾛ)bおよびcの電力量料金が適用される使用電力量 

   (ﾆ) 再エネおあずかりプラン［スタンダードＳ］または再エネおあずか

りプラン［スタンダードＬ］の場合 

 Ａまでの 1 キロワット時につき 40円69銭  

 ＡをこえＡおよびＢの合計までの  1  キロワット時

につき 
36円60銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 30円00銭  

   Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(4)ハ(ﾛ)または(5)ハ(ﾛ)の電力量料金のうち300キロワット時を

こえる 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される使用電力量 

   Ｂ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(4)ハ(ﾛ)または(5)ハ(ﾛ)の電力量料金のうち120キロワット時を

こえ300キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が

適用される使用電力量 

   (ﾎ) 再エネおあずかりプラン［スマートライフＳ］，再エネおあずかり

プラン［スマートライフＬ］または再エネおあずかりプラン［スマー

トライフプラン］の場合 
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 Ａまでの 1 キロワット時につき 35円96銭  

 上記をこえる 1 キロワット時につき 28円06銭  

   Ａ＝その 1 月の使用電力量のうち，本則 4 （契約種別および需給契約料

金）(6)ニ(ﾛ)a，(7)ニ(ﾛ)aまたは(8)ニ(ﾛ)aの電力量料金が適用され

る使用電力量 

(2) 標準買取料金 

   標準買取料金は，当該受給契約におけるその 1 月の受給電力量から(1)イ

のおあずかりサービス電力量を差し引いた電力量および次の買取料金率に

より算定いたします。 

  1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き         8円50銭  

(3) そ の 他 

  イ 当該需給契約または当該受給契約の廃止にともない日割計算する場合

等におけるお客さまのその 1 月の需給契約料金は，本則 4 （契約種別お

よび需給契約料金）(9)に定めるおあずかりサービス料金を除いた需給契

約料金とし，当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき，その

クレジット会社に毎月継続して本則 4 （契約種別および需給契約料金）

(9)に定めるおあずかりサービス料金を除いた需給契約料金を立替えさ

せる方法により当社が指定する金融機関等を通じて払い込みにより支払

っていただきます。 

    なお，この場合の当該受給契約の買取料金については，(1)によらず，

その 1 月の受給電力量に(2)に定める買取料金率を乗じた金額を，当社は

お客さまが指定する金融機関の指定口座に振込みによって支払います。

また，その 1 月の受給電力量に(2)に定める買取料金率を乗じた金額の支

払いは，当社がその金融機関に振込みをしたときになされたものといた

します。 

  ロ 当該需給契約を廃止した後の当該受給契約については，受給契約要綱

によるものといたします。 
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 2  日割計算の基本算式 

(1) 基本料金または最低月額料金を日割りする場合の基本算式は，次のとお

りといたします。 

 1 月の該当料金 ×  
日割計算対象日数 

暦日数 

(2) 電力量区分を日割りする場合の基本算式は，次のとおりといたします。 

   なお，イ，ロおよびハによって算定された第 1 段階料金適用電力量およ

び第 2 段階料金適用電力量の単位は， 1 キロワット時とし，その端数は，

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

  イ 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間 8 時間型）］の料金適

用上の電力量区分を日割りする場合 

第 1 段階料金適用電力量＝90キロワット時× 
日割計算対象日数 

暦日数 

    なお，第 1 段階料金適用電力量とは，昼時間における使用電力量のう

ち，最初の90キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が

適用される電力量をいいます。 

第 2 段階料金適用電力量＝230キロワット時× 
日割計算対象日数 

暦日数 

               －第 1 段階料金適用電力量 

    なお，第 2 段階料金適用電力量とは，昼時間における使用電力量のう

ち，90キロワット時をこえ230キロワット時までの 1 キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 

  ロ 再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間10時間型）］の料金適

用上の電力量区分を日割りする場合 

第 1 段階料金適用電力量＝80キロワット時× 
日割計算対象日数 

暦日数 
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    なお，第 1 段階料金適用電力量とは，昼時間における使用電力量のう

ち，最初の80キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が

適用される電力量をいいます。 

第 2 段階料金適用電力量＝200キロワット時× 
日割計算対象日数 

暦日数 

               －第 1 段階料金適用電力量 

    なお，第 2 段階料金適用電力量とは，昼時間における使用電力量のう

ち，80キロワット時をこえ200キロワット時までの 1 キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 

  ハ 再エネおあずかりプラン［スタンダードＳ］または再エネおあずかり

プラン［スタンダードＬ］の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

第 1 段階料金適用電力量＝120キロワット時× 
日割計算対象日数 

暦日数 

    なお，第 1 段階料金適用電力量とは，最初の120キロワット時までの 1 

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第 2 段階料金適用電力量＝300キロワット時× 
日割計算対象日数 

暦日数 

               －第 1 段階料金適用電力量 

    なお，第 2 段階料金適用電力量とは，昼時間における使用電力量のう

ち，120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(3) 全電化住宅割引上限額を日割りする場合の基本算式は，次のとおりとい

たします。 

全電化住宅割引上限額 × 
日割計算対象日数 

暦日数 

(4) 電化厨房住宅割引上限額を日割する場合の基本算式は，次のとおりとい
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たします。 

電化厨房住宅割引上限額 ×  
日割計算対象日数 

暦日数 

(5) 電化厨房住宅割引対象額を日割する場合の基本算式は，次のとおりとい

たします。 

電化厨房住宅割引対象額 ×  
日割計算対象日数 

暦日数 

(6) (1)，(2)，(3)，(4)および(5)にいう暦日数は，需給契約料金および買取

料金の算定期間の始期の属する月の日数といたします。なお，本則 7 （需

給契約料金および買取料金の算定）(1)イの場合で，日割計算対象日数が暦

日数を上回るときの日割計算対象日数は暦日数といたします。 


